
山口県下関沖における貨物船の転覆による人命救助に係る災害派遣
令和６年３月２１日
防 衛 省※ 数値等は全て速報値のため、

今後変更される可能性があります。

（お知らせ）

概 要

〇 令和６年３月２０日（水）、山口県下関市六連島北沖において、乗員１１名の韓国籍 貨物船より

「船が傾いている」旨、海上保安庁第７管区本部に対し通報あり。

〇 同日１１１５、海上保安庁第７管区海上保安本部長から海上自衛隊佐世保地方総監(佐世保・長崎県

佐世保市)に対し、乗員の捜索・救助に係る災害派遣要請があり、同時刻受理。

〇 同日１８３０、今後の捜索救助活動については、海上保安庁のみでの対応可能な態勢が整ったこと

から、海上保安庁第７管区海上保安本部長から海上自衛隊佐世保地方総監に対して災害派遣撤収要請があ

り、活動を終了。

活動内容

〇 航空自衛隊芦屋救難隊（芦屋・福岡県芦屋町）のＵＨ－６０×１機、Ｕ－１２５×１機により乗組員

の捜索・救助活動を実施

〇 海上自衛隊第２２航空群（大村・長崎県大村市）のSＨ－６０×１機により乗組員の捜索・救助活動

を実施

活動の様子等

50km

転覆場所

(下関市六連島北沖)

海上自衛隊
大村航空基地

航空自衛隊
芦屋基地海上自衛隊

佐世保地方総監部

約140km

約150km

六連島

約20km

位置関係図

転覆した貨物船

離陸準備を行う自衛隊機

むつれむつれ


